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  知 事 議 案 説 明 要 旨 

 

ただいま提出いたしました議案の説明に先立ち、当面の県政課題について御

説明を申し上げます。 

 

【中東情勢に伴う県内経済への影響対策】 

本年２月以降の中東地域における緊張の高まりは、エネルギー価格の上昇や

供給不安を通じて、県民生活や県内産業に様々な影響を及ぼしております。 

こうした状況を踏まえ、県では、関係部局が一体で対策を進めるための「中

東情勢に関する対応チーム」を設置するとともに、経済団体等で構成する「国

際経済情勢に係る長野県連絡協議会」の開催や、業界団体、事業者へのヒアリ

ングなどを通じて、県内経済への影響把握と関係機関との連携強化に努めてい

ます。 

また、全国知事会会長として高市内閣総理大臣に対し、重要物資の安定供給

の確保をはじめとする必要な対策を要請するとともに、県としても、経済産業

省等に対し、石油関連製品の安定供給と価格高騰対策の強化を緊急に要望いた

しました。 

今週、米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の合意が報じられるなど、情勢

に変化は見られるものの、引き続き不確実性の高い状況が続いております。こ

のため、「暮らしと産業を支える中東情勢対応方針」を取りまとめ、総合的な対

策を講じることといたしました。その主な内容について御説明申し上げます。 

まず第一に、「供給安定化への対応」であります。 

国においては、原油やナフサの代替調達による供給量の確保に加え、石油関

連製品の流通の停滞や供給の偏りの解消に取り組んでおります。しかし、県内

では、なお物資の不足を訴える声があることから、国の相談窓口の活用を促す
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とともに、業界団体や卸売事業者と連携し、需給状況の把握と必要な対応を進

めてまいります。 

第二に、「価格高騰への対応」であります。 

燃料費や原材料費の高騰は幅広い事業者に影響が及んでおり、その長期化も

懸念されます。このため、中小企業の資金繰りを支援するとともに、価格転嫁

が難しい医療・福祉、農業などについては、資材価格等の高騰に対する支援を

行います。また、ＬＰガス料金の負担軽減などを実施し、県民の暮らしを守り

ます。 

第三に、「構造転換の促進」であります。 

今回の事態を教訓に、国際情勢に左右されにくい産業構造への転換を加速し

ます。省エネルギー設備等の導入支援によりエネルギーコストの削減を図るほ

か、農業分野においては、海外依存度の高い化学肥料の使用量削減を支援する

など、持続可能な経営基盤の構築を後押しします。 

 

【強い地域産業の構築】  

（地域の特性を活かした強い経済の実現）  

人手不足の深刻化に加え、国際情勢の不安定化やエネルギー価格の高騰など

により、本県経済を取り巻く環境は厳しさを増しております。こうした中、持

続的な成長を実現するためには、本県産業の「稼ぐ力」を高め、高付加価値型

の産業構造への転換を進めることが重要です。 

国が「地域未来戦略」の策定を進める中、本県においても、高度なものづく

り産業の集積や豊かな地域資源といった強みを活かし、将来の成長が見込まれ

る分野への重点投資を促してまいります。また、デジタル技術やＡＩの活用に

よる生産性向上と高付加価値化を進め、県内企業の競争力を強化します。こう

した取組を進めるため「長野県成長戦略推進会議」を立ち上げ、本県産業の将
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来像や地域産業成長プランに関する検討を加速しています。航空・宇宙、発酵・

フードテックなど、本県の強みを活かせる成長分野を中心に、民間投資や質の

高い雇用の創出につながる戦略を取りまとめてまいります。 

あわせて、公設試験研究機関の機能強化に向け「試験研究機関未来ビジョン

（仮称）」の策定に取り組み、技術開発や新たな製品づくりを支える体制を強化

します。 

 

（宿泊税導入を契機とした観光立県の実現）  

今月１日から宿泊税の賦課徴収を開始いたしました。制度導入に当たっては、

県内外の皆様への周知に努めてきたところであり、今後は宿泊税を活用した施

策を着実に展開します。具体的には、信州観光ＭａａＳの構築や二次交通の充

実により、旅行者の利便性向上を図るとともに、観光コンテンツの充実や観光

まちづくり、周遊型バスツアーの造成などを支援いたします。これらの事業に

は既に多くの申請や問い合わせが寄せられており、関係者の期待に応えられる

よう取り組んでまいります。 

また、本年７月から９月にかけて、「信州デスティネーションキャンペーン」

のプレキャンペーンを実施し、市町村や観光事業者と連携した誘客促進に取り

組みます。さらに、御嶽山一帯については、国定公園の指定を契機として、バ

リアフリー化など自然公園施設の上質化や受入環境の整備を進め、国内外から

選ばれる観光地づくりを進めます。 

こうした取組を通じて、観光立県の実現と観光を核とした地域の稼ぐ力の向

上を目指してまいります。 

 



 

- 4 - 

【県民の安全・安心な暮らしの確保】  

（安全で持続可能な医療提供体制の構築）  

人口減少や高齢化の進行に伴い、本県の医療を取り巻く環境は大きく変化し

ています。限られた医療資源の中で必要な医療を将来にわたり確保していくた

めには、医療機関の役割分担と連携の強化、そして医療人材の確保が急務です。

このため県では、2040 年頃を見据えた新たな地域医療構想の策定に着手すると

ともに、医師の偏在是正や地域医療の充実に取り組んでいます。 

こうした中、今月 15 日には、県内医療の中核を担う信州大学医学部及び同附

属病院と、地域医療の推進に関する覚書を締結いたしました。今後は、医療人

材の確保・養成や適正配置、高度・専門医療の充実などについて、信州大学と

一層連携して取り組んでまいります。 

引き続き、地域医療構想の実現に向けた取組を進め、県民の皆様が安心して

必要な医療を受けられる体制の確保に努めてまいります。 

 

（人権が尊重される社会づくり）  

 人権は、全ての人がかけがえのない個人として尊重され、自分らしく安心し

て暮らすための基礎となるものです。人権がより尊重される社会を実現するた

め、「長野県人権尊重の社会づくり条例案」を今定例会に提出いたしました。 

本条例案は、人権が全ての人に等しく保障されるものであるとの基本認識の

下、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権教育や啓発活動

の充実など、人権尊重の社会づくりに向けた基本的な枠組みを定めるものであ

ります。また、多様化・複雑化する人権課題に対応するため、相談体制の充実

を図るとともに、人権侵害行為を具体的に定義し、これを禁止します。特に、

都道府県初となる「人権オンブズパーソン」を設置し、専門的かつ公正な立場

からの調査、勧告により、実効性のある人権救済措置が講じられるよう取り組
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んでまいります。あわせて、インターネット上の誹謗
ひ ぼ う

中傷等についても、関係

機関と連携して被害の迅速な救済に取り組みます。 

本条例に基づき、県民一人ひとりの尊厳が守られ、誰もが安心して暮らすこ

とができる長野県の実現を目指してまいります。 

 

（部活動等における安全・安心な移動の確保）  

先月６日、部活動で遠征中の高校生が乗車したマイクロバスの事故により、

未来ある若い命が失われ、多くの生徒が負傷しました。心より哀悼の意を表す

るとともに、お見舞いを申し上げます。 

学校教育活動において、子どもの命と安全は何よりも優先されるべきもので

す。このような痛ましい事故が起きることのないよう、部活動や校外学習など

における移動のあり方を改めて見直し、安全対策を強化してまいります。 

現在、教育委員会、県民文化部及び交通政策局によるワーキングチームを設

置し、県内の高等学校等を対象に生徒引率時の移動手段等の実態調査を行って

います。今後は、その結果を踏まえ、生徒の安全を最優先に、移動手段や管理

体制のあり方、事故発生時の責任と補償の考え方などについて、県として必要

な支援策も含めて幅広く検討し、実効性のある対策につなげてまいります。 

 

【新たな省エネ運動の展開】  

本年３月、長野県ゼロカーボン戦略を改定し、省エネルギーや再生可能エネ

ルギーの活用を一層推進することといたしました。この方針の下、脱炭素社会

の実現に向けた「信州くらしの省エネプロジェクト」を始動しました。今月 12

日からは、「ＳＭＡＲＴ省エネ」をキャッチフレーズに、無理なく賢く省エネル

ギーに取り組む運動を展開しております。ＣＯ2削減に加え、光熱費節減効果な

ども発信しながら、県民・事業者の皆様に実践を呼びかけてまいります。 
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また、暑さが本格化する夏に向け、省エネルギーの推進とともに熱中症によ

る健康被害を防ぐため、「クールシェアスポット」の利用促進を図ってまいりま

す。多くの事業者の御協力により、登録施設は昨年度末の約２倍に拡大しまし

た。あわせて、「クーリングシェルター」や給水スポットの活用を進めてまいり

ます。 

今後も、脱炭素と暮らしやすさの両立を図りながら、2050 年ゼロカーボンの

実現を目指して取り組んでまいります。 

  

【県民との共創による県政の推進】  

県民の多彩な発想を県政に活かし、県民参加による県政運営を一層進めるた

め、新たな取組を開始いたしました。 

まず、「県民提案・投票制度～信州みらいスイッチ～」です。県民や本県にゆ

かりのある皆様から提案を募り、ＬＩＮＥを活用した投票で選ばれた提案を事

業化するものです。多くの皆様に御参加いただけるよう、周知に努めてまいり

ます。また、企業や団体との共創を一層進めるため、「長野県共創デザインラボ」

を設置しました。企業や団体から寄せられた提案については、コーディネータ

ーの支援をいただきながら、事業化や実証事業の実施につなげてまいります。

さらに、多様な企業が参画する「協創／共創コンソーシアム  point
ポ イ ン ト

  0
ゼロ

」に

地方自治体として初めて参画いたしました。企業等の技術や知見を活かして社

会課題の解決に取り組んでまいります。 

複雑化・高度化する課題に対応するためには、県民や企業、団体との共創が

不可欠です。こうした取組を通じて、県民参加と共創を更に進め、より開かれ

た県政の実現を目指してまいります。 
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【長野県 150 周年記念事業の推進】  

本年、本県は誕生 150 周年という大きな節目を迎えました。この歴史的な機

会を県民の皆様とともに祝い、郷土への誇りと未来への希望を共有するため、

各種記念事業を推進しています。 

今日の長野県は、豊かな自然と風土の中で、先人たちのたゆまぬ努力により

築かれてまいりました。この節目を単なる祝賀にとどめることなく、地域の価

値を見つめ直し、次世代へと引き継ぐ契機とするため、「自らを知り 互いを知

り 高め合おう『私たちの長野県』」をコンセプトに取り組んでおります。 

県民参加による記念事業も着実に広がっています。「わたしの『信濃の国』投

稿キャンペーン」には多くの応募が寄せられ、県内 77 市町村を巡るデジタルス

タンプラリーも多数の方々に参加いただくなど、地域の魅力発信と県内周遊の

促進につながっています。また、市町村や企業等との連携による記念商品の開

発や各種イベントの開催は、地域の活力向上にも寄与しています。引き続き、

世代や地域を超えて楽しめる企画を展開してまいります。 

８月 21 日に行う記念祭典は、「つながる長野県」をテーマに開催し、音楽や

伝統芸能、スポーツなどを通じて本県の歩みを振り返るとともに、未来への希

望を共有する場といたします。フィナーレでは県歌「信濃の国」の大合唱を行

い、県民の 絆
きずな

と一体感を改めて確かめ合いたいと考えております。 

150 年という節目は、未来への新たな出発点でもあります。先人たちが築き

上げてきた郷土への誇りと県民の絆を力に、本県の魅力を更に高め、未来を切

り拓いてまいります。 

 

【県石油商業組合に係る対応】  

県石油商業組合を巡るガソリン価格カルテル問題は、県民生活や地域経済に

深刻な影響を及ぼし、県民の信頼を損なう重大な事案です。県では、本年２月
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に業務改善命令を発出し、ガバナンスの確立やコンプライアンスの遵守、再発

防止策の着実な実行を求めたところです。 

先月提出された改善計画書については、概ね県が求める内容が盛り込まれて

いることを確認しましたが、その実効性については今後の取組を注視する必要

があると考えております。一昨日、䭾田和生新理事長との面談においては、改

善計画の速やかな実行と、県民からの信頼回復に努めていただくよう申し伝え

たところです。 

県としては、今後も定期的な報告を受けながら改善状況を厳格に検証し、取

組が不十分な場合には必要な指導を行うなど、県中小企業団体中央会とも連携

し、適切に対応してまいります。 

 

【決算見込み】  

 令和７年度の決算見込みについて申し上げます。 

昨年度は、人口減少をはじめとする様々な課題に対応し、「確かな暮らし」を

守り、「ゆたかな社会」を実現するため、「しあわせ信州創造プラン 3.0」に基づ

く施策を着実に推進いたしました。 

とりわけ、物価高騰や米国の関税措置への対応、防災・減災対策やツキノワ

グマ対策、教育環境の整備など、地域経済の活性化と県民生活の安全・安心の

確保のための施策に重点的に取り組みました。その結果、一般会計の歳出総額

は前年度比約 179 億円増の１兆 808 億円余となる見込みです。 

一方、県税や地方交付税の収入が当初見込みを上回ったことに加え、効率的

な予算執行に努めるとともに、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金など

の国庫補助金を積極的に活用した結果、実質収支は 75 億円余の黒字となる見

込みです。 

 



 

- 9 - 

【補正予算案】  

 さて、今定例会に提出いたしました一般会計補正予算案その他の案件につき

まして、その概要を御説明申し上げます。 

一般会計補正予算案の総額は 108 億 8,287 万８千円であります。これまで述

べてきた「暮らしと産業を支える中東情勢対応方針」の実行に加え、県民生活

の安全・安心の確保、農業の持続的発展と競争力強化、教育環境の整備などに

要する経費を計上しました。 

県民生活の安全・安心の確保では、患者数や分娩
べん

件数の減少により経営環境

が厳しさを増している産科・小児科医療施設への支援を行い、地域に必要な小

児・周産期医療機能の急激な縮小を防止します。また、地震被害想定の更新に

先立ち、災害関連死などを防ぐために必要な調査項目を整理します。 

農業分野では、園芸産地の収益力向上に必要な農業用機械や資材等の導入を

支援するとともに、県産畜産物の安定供給を確保するため、北信食肉施設の機

能強化や畜産経営体等による運搬車両の導入等を支援します。 

教育環境の整備としては、県立高校再編に伴う佐久新校、赤穂総合学科新校

及び中野総合学科新校の施設整備を進めます。また、猛暑時でも良好な学習環

境を確保するため、特別支援学校体育館の空調整備に向けた設計に着手します。 

この補正予算案の財源として、国庫支出金 45 億 7,285 万３千円、諸収入 36

億 5,142 万７千円、その他繰越金など 26 億 5,859 万８千円を見込み、計上しま

した。 

今年度の一般会計予算総額は、今回の補正を加えますと１兆 767 億 3,477 万

６千円となります。 

 

【条例案、事件案、専決処分等報告】  

 次に、条例案は、新設条例案２件、一部改正条例案５件であります。 
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このうち「一時保護委託者の登録等の基準に関する条例案」は、児童福祉法の

改正を踏まえ、一時保護を委託する者の登録等に関する基準を定めるものであ

ります。 

「長野県県税条例の一部を改正する条例案」は、地方税法等の改正に伴い、

個人県民税におけるふるさと納税特例控除額の上限設定など、所要の改正を行

うものであります。  

 

事件案は、18 件であります。 

このうち、「長野県道路公社の解散について」は、五輪大橋有料道路の料金徴

収期間終了によって道路公社の業務が完了するため、地方道路公社法に基づく

解散に必要な同意を公社に対して行おうとするものであります。 

 

専決処分等の報告は、令和７年度長野県一般会計補正予算の専決処分報告な

ど 19 件であります。 

 

以上、今回提出いたしました議案につきまして、その概要を申し上げました。

何とぞよろしく御審議の程お願い申し上げます。 

 

最後に一言申し上げます。 

 県民の皆様に知事としての重責を託していただいてから、間もなく 16 年を

迎えます。この間、私は「しあわせ信州」の実現を目指し、一日一日を大切に

しながら、誠心誠意全力で県政に取り組んでまいりました。これまでの歩みは、

議員各位をはじめ、市町村、企業・団体、そして県職員など、多くの県民の皆

様のお力添えのおかげであり、心より感謝申し上げます。 

この 16 年間、本県は、大規模災害や新型コロナウイルス感染症など、様々な



 

- 11 - 

困難に直面いたしました。しかし、その度に県民の皆様と力を合わせ、一つ一

つの課題に真正面から向き合いながら危機を乗り越えてまいりました。そうし

た積み重ねが、今日の信州を支え、未来への確かな礎になっていると考えてお

ります。 

現在、私たちは、人口減少、超高齢化、気候危機、ＡＩ・デジタル技術の急

速な進展など、社会の前提そのものが問い直される歴史的な転換点に立ってい

ます。これまで日本社会を支えてきた仕組みや価値観も、大きな見直しを迫ら

れています。しかし、この変化は単なる危機ではなく、新しい時代にふさわし

い社会を創り上げる大きなチャンスだと考えております。 

私はこれまで、「県民起点の県政」を基本姿勢に、常に現場の声に耳を傾けな

がら県政運営に取り組んでまいりました。また、全国知事会会長として全国の

地域が直面する課題とも向き合ってまいりました。その中で確信していること

があります。それは、日本の未来は、東京だけで創られるものではなく、それ

ぞれの地域がその底力を最大限に発揮し、様々な挑戦を積み重ねていくことで

こそ切り拓かれるということです。だからこそ私は、県民の皆様と力を合わせ、

信州から新しい時代の社会づくりに挑戦してまいります。 

目指すのは、誰もが安心して暮らし続けることができる社会です。子どもた

ちや若者たちが、夢や希望を持って育ち、学び、挑戦できる社会です。性別や

年齢、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが自分らしく活躍し、支え合い

ながら幸せを実感できる社会です。そして、豊かな自然や地域の絆を未来へつ

なぎ、新たな価値を創造し続ける活力ある社会です。 

私は、こうした「人口減少下でも豊かで持続可能な社会」の姿を信州で実現

し、その成果を日本全体へと広げていきたいと考えています。そのために、全

国知事会会長としての責任も深く自覚しながら、県民の皆様との対話を重ね、

共に新しい信州を創り上げるため、力の限りを尽くす覚悟です。 
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私は先般、来る知事選挙への立候補を決意いたしました。先人の皆様が築き

上げてこられた信州の価値を更に高め、次の世代により良い形で引き継いでい

く。その責任を果たすため、これまで培ってきた経験を最大限に活かし、全身

全霊を傾けてまいります。 

もとより、現在の任期の最終日まで、県民の皆様から負託を受けた知事とし

ての責任を全うしてまいります。議員各位におかれましては、今後とも県政推

進への御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 


